
 

 

議案第 51 号 

 

 

専決処分の承認について 

 

  令和７年度十日町市の一般会計補正予算（第15号）を地方自治法（昭和22年法律

第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

 

 

令和８年６月 12日提出  十 日 町 市 長  関 口 芳 史 

 

令和８年６月  日議決  十日町市議会議長  村 山 達 也 

 

 



 

 

（別紙） 

 

専決第 ３ 号 

 

専 決 処 分 書 

 

令和７年度十日町市の一般会計補正予算（第15号）を地方自治法（昭和22年法律第

67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和８年３月27日 

 

十 日 町 市 長  関 口 芳 史 

 



 

 

（別紙） 

 

 

令和７年度十日町市一般会計補正予算（第15号） 

 

 

  令和７年度十日町市の一般会計補正予算（第15号）は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,325,244千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41,319,631千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 



11 14,295,604 1,050,935 15,346,539

1 地方交付税 14,295,604 1,050,935 15,346,539

15 5,269,375 456,894 5,726,269

2 国庫補助金 2,417,072 456,894 2,873,966

20 1,811,789 △182,585 1,629,204

1 繰越金 1,811,789 △182,585 1,629,204

39,994,387 1,325,244 41,319,631

地方交付税

国庫支出金

繰越金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円



2 5,981,396 1,200,000 7,181,396

1 総務管理費 5,320,220 1,200,000 6,520,220

8 6,990,544 125,244 7,115,788

2 道路橋りょう費 5,328,408 125,244 5,453,652

39,994,387 1,325,244 41,319,631

総務費

土木費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



 



１　総　　括

（歳　　入）

11 地方交付税 14,295,604 1,050,935 15,346,539

15 国庫支出金 5,269,375 456,894 5,726,269

20 繰越金 1,811,789 △182,585 1,629,204

39,994,387 1,325,244 41,319,631歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円














